
 

熊本県農業制度金融運営会議設置運営要領細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、熊本県農業制度金融運営会議設置運営要領（以下「要領」という。）第

７条の規定に基づき、運営会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（資金の審査及び決裁の区分） 

第２条 運営会議に付議する資金及び決裁の区分は次のとおりとするが、会長が認める案件に

ついては、運営会議の審査を省略することができる。ただし、大家畜経営改善支援資金、大

家畜特別支援資金、大家畜・養豚特別支援資金、畜産経営維持緊急支援資金、畜産経営改善

緊急支援資金及び酪農・肉用牛担い手緊急支援資金（以下「畜産特別資金」という。）を除

く。 

（１）運営会議で審査し、農林水産部長が決裁する資金 

農業近代化資金（一分共同で貸付額が５千万円を超えるもの） 

（２）事前検討会議を経て運営会議で審査し、政策審議監が決裁する資金 

畜産特別資金 

（３）運営会議で審査し、団体支援課長が決裁する資金 

農業近代化資金（一分共同で貸付額が５千万円以下のもの） 

 

（運営会議の開催方法等） 

第３条 運営会議は、必要に応じ、随時開催できるものとする。 

２ 委員の代理出席は、これを妨げないものとする。 

３ 運営会議は、審査等の内容に応じ、委員以外の団体支援課等関係職員を出席させ、意見を

求めることができる。 

４ 運営会議は、審査等の内容に応じ、関係部局の持ち回り又は書面により開催することがで

きる。 

５ 運営会議は、審査等の内容に応じ、委員又は委員所属の実務担当者等で構成する事前検討

会議を開催することができる。 

６ 運営会議は、必要に応じ、各広域本部(地域振興局)及び県央広域本部（熊本農政事務所）

農業制度金融審査会（以下「審査会」という。）と事前協議のうえ、同審査会に意見を述べ

ることができる。 

７ 運営会議は、必要に応じ、審査会と事前協議のうえ、運営会議構成員又はその所属職員を

審査会に出席させることができる。 

 

（畜産特別資金に係る運営会議の開催方法等） 

第４条 畜産特別資金の審査に当たっては、事前検討会議を開催するものとする。 

２ 事前検討会議は、必要に応じ、経営改善計画協議及び現地調査を行うものとする。 

３ 事前検討会議は、前項の結果を取りまとめのうえ、運営会議に報告するものとする。 

４ 畜産特別資金の審査に係る運営会議は、次の委員の出席により開催するものとし、

団体支援課審議員が会長職務を代理する。 

県中央会営農生活センター所長、県基金協会業務部長、畜産協会事務局長、農林中金熊本



支店次長（営業第一班）及び畜産課長 

 

 

附 則 

この細則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この細則は、平成１３年６月１２日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成１４年８月１日から施行する。 

   附 則 

この細則は、平成１８年５月１７日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則 

この細則は、平成２３年５月１１日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

この細則は、平成２５年１０月９日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

この細則は、平成２６年６月２０日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和２年（２０２０年）４月３０日から施行し、令和２年（２０２０年）４月１

日から適用する。 

附 則 

この細則は、令和７年（２０２５年）６月６日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和７年（２０２５年）７月７日から施行する。 

 


